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物品等又は役務の名称及び数量 高濃度ＰＣＢ廃棄物処理

契約責任者の氏名、組織の名称
及 び 所 在 地 、 法 人 番 号

神奈川県横須賀市長瀬三丁目一番一号

国立研究開発法人海上･港湾･航空技術研究所

港湾空港技術研究所長　栗山　善昭 (法人番号5012405001732)

契 約 を 締 結 し た 日 平成30年9月11日

（備考）
　 公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価を記載するとともに、備考欄
に単価契約である旨及び単価に予定調達数量を乗じた額を記載する。

随意契約によることとした理由

契約の相手方の氏名及び住所、
法人番号

(住所)

 北海道室蘭市仲町14-7

(氏名) (法人番号  2010401053420

 中間貯蔵・環境安全事業(株)北海道PCB処理事業所

契約金額
（消費税込）

¥21,119,615.-
予定価格

（消費税込）
¥21,119,616.-

落
札
率

99.9%

再就職し
た役員数

0人 備　　考

本件は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する
特別措置法（以下、「PCB特別措置法」という）に基づき、事業者
の責任において、高濃度PCB廃棄物の処分を行うものである。
PCB特別措置法第６条に基づき環境省が定めた「PCB廃棄物処
理基本計画」では、「保管事業者は、自ら処分を行う場合を除き、
中間貯蔵・環境安全事業株式会社の各事業に係る計画的処理
完了期限までに同社に処分の委託を行う必要がある。」と定めて
いる。PCB特別措置法第７条に基づき神奈川県が定めた「神奈川
県ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画」では、PCB廃棄物の保管
事業者の役割として、「高濃度PCB廃棄物については中間貯蔵・
環境安全事業株式会社のPCB廃棄物処理施設で計画的処理完
了期限までに自らの責任において確実かつ適切に処分する。」と
定めている。
中間貯蔵・環境安全事業株式会社は、PCB特別処理法に基づ
き、国が定めた「基本計画」に従いPCB廃棄物処理事業を遂行す
ること等を目的に設立された会社である。また、本件の処理対象
廃棄物の処分先は、同社の北海道PCB処理事業所となってい
る。
以上の法及び計画から、本件は、中間貯蔵・環境安全事業株式
会社北海道PCB処理事業所で実施しなければならない
したがって、法令の規定により、契約の相手がーに定められてい
るとき。に該当するため、契約事務取扱細則第５３条第１項第１号
のイに基づき中間貯蔵・環境安全事業株式会社北海道ＰＣＢ処理
事業所と随意契約するものである。


